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東大阪市条例第  号  

 

東大阪市税条例の一部を改正する条例 

 

東大阪市税条例（昭和４２年東大阪市条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

第１７条の２第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」 

に改める。 

第２２条第１項ただし書中「及び第２３条の３第１項」を「並びに第２３条の３第１項

及び第２項第４号」に改める。 

第２３条の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）

（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次

条第５項」に改める。 

第２３条の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等

支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項

に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。

以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

法施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しな



ければならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）の支払を受ける第１０条第１項第１号に掲げる者であって、特定配

偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５０，０００円以下であ

るものに限る。）をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第 

３５条に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有す

る者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を

有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものに限る。）の支払を受ける第１０条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払

を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき

日の前日の現況において施行令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除

く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しく

は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族

（合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有する者 

 第２３条の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第

４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項とし、



同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の

３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第

３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定による申

告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 公的年金等支払者の名称 

 （２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又

はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひ

とり親に該当する場合にはその旨 

 （３） 特定配偶者の氏名 

 （４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

 （５） その他法施行規則で定める事項 

 第４９条中「及び」を「又は」に改め、「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家

屋 に あ っ て は ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 削 り 、 「 １ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 

１，８００，０００円」に改める。 

 第６０条中「（第６５条第１項の規定による申告がされているものを除く。）」を削る。 

 附則第５条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

 附則第６条の２の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７年」を

「令和１２年」に改める。 

 附則第６条の２の４中「附則第６条の１１の２第１項」の次に「、附則第６条の１１の



３第１項」を加え、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に

改める。 

 附則第６条の２の５中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又

は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

 附則第６条の７第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６項」に、

「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の１項

を加える。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお

いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

 附則第６条の１１の２の次に次の１条を加える。 

 （特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第６条の１１の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の



２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第１４条第１項及び第２項並びに第１６条の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として施行令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下

この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号

資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号

の規定により読み替えて適用される第１５条の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

 （１） 第１５条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第６条の１１の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

 （２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２第１項、附則第６条第１項

及び附則第６条の２の３第１項の規定の適用については、第１７条、第１７条の２第

１項前段及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第６条の 

１１の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１１の３第１項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第６条の１１の３第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と、第１９条の２第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項中



「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第６条の１１の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」とする。 

 （３） 第２０条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は附則第６条の１１の３第１項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額

若しくは租税特別措置法第３８条の２第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

 （４） 附則第４条の３の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに附則第６条の１１の３第１項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第６条の１１の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 （１） 第４９条及び第６０条の改正規定並びに附則第３条及び第４条の規定 令和９

年４月１日 

（２） 第１７条の２第２項の改正規定並びに附則第６条の２の４の改正規定（「附則

第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）



並びに附則第６条の２の５及び第６条の７の改正規定並びに次条第４項の規定 令和

１０年１月１日 

（３） 附則第６条の２の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第

６条の１１の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金

融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 

号）の施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の東大阪市税条例（以下「新条例」という。）第２３条の３第１項及び第

２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出す

る同条第１項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金

等について提出した改正前の東大阪市税条例第２３条の３第１項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第６条の２の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。

以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第

１６項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定

する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１

項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第 

３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定す



る要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により

同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増

改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又

は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する

認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１

項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得

割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置

法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定

する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しく

は既存住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同

条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増

改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の

規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特

例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した

場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の東大阪市税条例附則第６条の２の４の規定

は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、３号施行日

の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第６条の７第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条第２号に



掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第６条の７第１項の土地等の譲渡について

適用する。 

５ 新条例附則第６条の１１の３の規定は、３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例第４９条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第６０条の規定は、令和９年度以後の年度分の軽自動車税について適用

し、令和８年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

 



東大阪市税条例新旧対照表 

新 旧 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第１７条の２ （略） 第１７条の２ （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１項（法附則

第５条の６第３項又は第４項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に定めるところにより計算した金額と

する。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１項（法附則

第５条の６第２項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）に定めるところにより計算した金額とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２２条 第１０条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、法第３１７条の２第１項の規定による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中にお

第２２条 第１０条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま

でに、法第３１７条の２第１項の規定による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中にお



いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（施行令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の法第

３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０００円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。）、同条第４項に規定する扶養控除額若

しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号

に規定する特定親族をいう。第２３条の２第１項第３号並び

に第２３条の３第１項及び第２項第４号において同じ。）（前

年の合計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限

る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８項に

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかった者で社会保険料控除額（施行令第４８条の９

の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、

配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の法第

３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０００円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。）、同条第４項に規定する扶養控除額若

しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号

に規定する特定親族をいう。第２３条の２第１項第３号及び

第２３条の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額

が８５０，０００円以下であるものに限る。）に係るものを

除く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損失の金



規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは第１７条の２の規定

により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下

この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第１３条の２第２項に規定する者（法施行規

則第２条の２第１項の表の（二）に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。 

額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金

額の控除若しくは第１７条の２の規定により控除すべき金

額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の

控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第 

１３条の２第２項に規定する者（法施行規則第２条の２第１

項の表の（二）に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第２３条の２  所得税法第１９４条第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条

において「給与所得者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給

与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告

第２３条の２  所得税法第１９４条第１項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条

において「給与所得者」という。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給

与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）

から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告



書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 

１０，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者

に該当するものを除く。次条第１項第２号において同じ。）

（合計所得金額が１，３３０，０００円以下であるものに

限る。）の氏名 

（２） 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 

１０，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者

に 該 当 す る も の を 除 き 、 合 計 所 得 金 額 が 

１，３３０，０００円以下であるものに限る。次条第１項

において同じ。）の氏名 

（３）・（４） （略）  （３）・（４） （略）  

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提

出の際に経由すべき給与支払者が施行令第４８条の９の７

の２において準用する施行令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提

出の際に経由すべき給与支払者が施行令第４８条の９の７

の２において準用する施行令第８条の２の２に規定する要

件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当



該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

法施行規則で定めるものをいう。次条第５項及び第４１条第

３項において同じ。）により提供することができる。 

該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

法施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第４１条第

３項において同じ。）により提供することができる。 

６ （略） ６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告

書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告

書） 

第２３条の３ 次に掲げる者（以下この条において「公的年金

等受給者」という。）は、公的年金等支払者（所得税法第 

２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべ

き同項に規定する公的年金等（以下この項において「公的年

金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同じ。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

法施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を

記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない。 

第２３条の３  所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法

の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第 

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 

９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と生

計を一にする配偶者（退職手当等（第３５条に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有



する者であって、合計所得金額が９５０，０００円以下であ

るものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族

（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額

が８５０，０００円以下であるものに限る。）を有する者（以

下この条において「公的年金等受給者」という。）で市内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所

得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者 

（１） 当該公的年金等支払者の名称 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３ （２） 特定配偶者の氏名 



条の７の規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受け

る第１０条第１項第１号に掲げる者であって、特定配偶者

（ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 

９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と

生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５０，０００円

以下であるものに限る。）をいう。次号及び次項第３号に

おいて同じ。）（退職手当等（第３５条に規定する退職手

当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有

する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は

控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が８５０，０００円以

下であるものに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものに限る。）の支払を受け

る第１０条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を受

けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年

（３） 扶養親族又は特定親族の氏名 



金等の支払を受けるべき日の前日の現況において施行令

第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ に 定 め る 金 額 に 満 た な い 者 を 除

く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当す

る者又は特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の

者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定親族（合

計所得金額が８５０，０００円以下であるものに限る。）

を有する者 

 （４） その他法施行規則で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項と

する。 

 

（１） 公的年金等支払者の名称  

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６

号に規定する特別障害者又はその他の障害者に該当する

場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひ

とり親に該当する場合にはその旨 

 

（３） 特定配偶者の氏名  

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名  



（５） その他法施行規則で定める事項  

３  第１項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申

告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、

当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該

公的年金等支払者を経由して提出した第１項又は同条第１

項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第 

２０３条の６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、法施行規則で定めるところにより、第１項

又は法第３１７条の３の３第１項の規定により記載すべき

事項に代えて当該異動がない旨を記載した第１項又は同条

第１項の規定による申告書を提出することができる。 

２  前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告

書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当

該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公

的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者

が所得税法第２０３条の６第２項に規定する国税庁長官の

承認を受けている場合に限り、法施行規則で定めるところに

より、前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定により記

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又

は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出

することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の

際に経由すべき公的年金等支払者が施行令第４８条の９の

８において準用する施行令第８条の２の２に規定する要件

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の

際に経由すべき公的年金等支払者が施行令第４８条の９の

７の３において準用する施行令第８条の２の２に規定する



を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、

当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、

当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

６  前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適

用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記

載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」

とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５  前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適

用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記

載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」

とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第４９条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋又

は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべ

き額が土地又は家屋にあっては３００，０００円、償却資産

にあっては１，８００，０００円に満たない場合には、固定

資産税を課さない。 

第４９条 同一の者についてその者の所有に係る土地、家屋及

び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべ

き額が土地にあっては３００，０００円、家屋にあっては 

２００，０００円、償却資産にあっては１，５００，０００

円に満たない場合には、固定資産税を課さない。 

（軽自動車税の課税免除） （軽自動車税の課税免除） 

第６０条 商品である軽自動車等に対しては、軽自動車税を課 第６０条 商品である軽自動車等（第６５条第１項の規定によ



さない。 る申告がされているものを除く。）に対しては、軽自動車税

を課さない。 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除

の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除

の特例） 

第５条 平成３０年度以後の各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第４条の５第３項の規定に該当する場合における第

１５条の規定による控除については、その者の選択により、

同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除

く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第４条

の５第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４

条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」として、同条

の規定を適用することができる。 

第５条  平成３０年度から令和９年度までの各年度分の個人

の市民税に限り、法附則第４条の５第３項の規定に該当する

場合における第１５条の規定による控除については、その者

の選択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１

項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並び

に法附則第４条の５第３項の規定により読み替えて適用さ

れる法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができる。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第６条の２の３  平成２２年度から令和２５年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

第６条の２の３  平成２２年度から令和２０年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき租税特別措置法第４１条又は第４１条の２の



２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定す

る居住年が平成２１年から令和１２年までの各年である場

合に限る。）には、法附則第５条の４第５項（同条第７項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１６条及

び第１７条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定す

る居住年が平成２１年から令和７年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第５条の４第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、当該納税義務者の第１６条及び

第１７条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第６条の２の４  第１７条の２の規定の適用を受ける市民税

の所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第１６条

第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の

前年中の所得について、附則第６条の４から附則第６条の６

まで、附則第６条の１０、附則第６条の１１、附則第６条の

１１の２第１項、附則第６条の１１の３第１項又は附則第６

第６条の２の４  第１７条の２の規定の適用を受ける市民税

の所得割の納税義務者が、法第３１４条の７第１１項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第１６条

第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課

税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の

前年中の所得について、附則第６条の４から附則第６条の６

まで、附則第６条の１０、附則第６条の１１、附則第６条の

１１の２第１項又は附則第６条の１２第１項の規定の適用



条の１２第１項の規定の適用を受けるときは、第１７条の２

に規定する控除額のうち、同条第２項に規定する特例控除額

は、法附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第３項又は

第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に

定めるところにより計算した金額とする。 

を受けるときは、第１７条の２に規定する控除額のうち、同

条第２項に規定する特例控除額は、法附則第５条の５第２項

（法附則第５条の６第２項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）に定めるところにより計算した金額とす

る。 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例） （個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例） 

第６条の２の５ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法

第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について法附則第７条第１２項

の規定による申告特例通知書の送付があった場合（同条第 

１ ３ 項 の 規 定 に よ り な か っ た も の と み な さ れ る 場 合 を 除

く。）には、法附則第７条の２第４項（法附則第７条の３第

３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべき額を、第１７条

の２第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除するものとする。 

第６条の２の５ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に法

第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金を支

出し、かつ、当該納税義務者について法附則第７条第１２項

の規定による申告特例通知書の送付があった場合（同条第 

１ ３ 項 の 規 定 に よ り な か っ た も の と み な さ れ る 場 合 を 除

く。）には、法附則第７条の２第４項に規定するところによ

り控除すべき額を、第１７条の２第１項及び第２項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

（優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期 （優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期



譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 

第６条の７ （略） 第６条の７ （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第６項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するときにおける租税特別

措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第

１２項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみ

なす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項

に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以

下この項において同じ。）に該当するときにおける租税特別

措置法第３１条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第

１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみ

なす。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合に  



おいて、所得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の

２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の譲渡

に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等

がその譲渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３年

法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第 

５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区

域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７

号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課

税の特例） 

 

第６条の１１の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に  



租税特別措置法第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所

得及び雑所得については、第１４条第１項及び第２項並びに

第１６条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とし

て施行令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算

した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲

渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次

項第１号の規定により読み替えて適用される第１５条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の

１００分の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによ

る。 

 

 （１） 第１５条の規定の適用については、同条中「総所得

金額」とあるのは、「総所得金額、附則第６条の１１の３

 



第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

 （２） 第１７条、第１７条の２、第１９条、第１９条の２

第１項、附則第６条第１項及び附則第６条の２の３第１項

の規定の適用については、第１７条、第１７条の２第１項

前段及び第１９条中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第６条の１１の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第１７条の２第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに附則第６条の１１の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

と、同項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第６条の１１の３第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と、第１９条の２第１項、附則第６条

第１項及び附則第６条の２の３第１項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第６条の１１の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

 （３） 第２０条の規定の適用については、同条中「又は山  



林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則

第６条の１１の３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第３８条の

２第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

 （４） 附則第４条の３の規定の適用については、同条第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第６条の１１の３第１項に規定する特定暗号資産に係

る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第６条の１１の３第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

 

 


